
改定後 改定前

第１７条（法人会員資格の取消および使用者資格の取消等）

～略～

⑩当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為そ

の他これらに準じる当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合

（第三者を利用して行った場合を含む）

～略～

２．当社は、法人会員または使用者等が前項第８号、第９号または第１０号の事由に該当

した場合、法人会員および使用者等の保有する当社が発行する全てのカードについて通

知・催告等をせずに法人会員資格または使用者等の資格を取消すことができるものとし、

当社と法人会員および使用者等とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除す

ることができるものとします。

第１７条（法人会員資格の取消および使用者資格の取消等）

～略～

⑩当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為そ

の他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合（第三者を利

用して行った場合を含む）

～略～

２．当社は、法人会員または使用者等が前項第８号または第９号の事由に該当した場

合、法人会員および使用者等の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催

告等をせずに法人会員資格または使用者等の資格を取消すことができるものとし、当社

と法人会員および使用者等とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除する

ことができるものとします。

第１９条（期限の利益の喪失）

～略～

２．法人会員が当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第１７条第１項の規定

（ただし、第１７条第１項第８号、第９号または第１０号の事由に基づく場合を除きま

す）により使用者資格が取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、２回払いおよ

びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、法人会員は

直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

～略～

４．法人会員が第１７条第１項第８号、第９号または第１０号の事由により法人会員資格

を取消された場合、法人会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失

い、直ちに債務の全額を支払うものとします。使用者等が第１７条第１項第８号、第９号

または第１０号の事由により使用者資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務に

ついて当然に期限の利益を失い、当該使用者等は、直ちに当該使用者等に係る本規約に基

づく一切の債務の全額を支払うものとします。

５．法人会員または使用者等が、前４項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参また

は送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第１２

条第１項の但書の定めにより支払うものとします。

第１９条（期限の利益の喪失）

～略～

２．法人会員が当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第１７条第１項の規

定（ただし、第１７条第１項第８号または第９号の事由に基づく場合を除きます）によ

り使用者資格が取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、２回払いおよびボー

ナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、法人会員は直ち

に当該債務の全額を支払うものとします。

～略～

４．法人会員が第１７条第１項第８号または第９号の事由により法人会員資格を取消さ

れた場合、法人会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直

ちに債務の全額を支払うものとします。使用者等が第１７条第１項第８号または第９号

の事由により使用者資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に

期限の利益を失い、当該使用者等は、直ちに当該使用者等に係る本規約に基づく一切の

債務の全額を支払うものとします。

５．法人会員または使用者等が、前３項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参ま

たは送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第

１２条第１項の但書の定めにより支払うものとします。

第３３条（カード利用代金の支払区分）

～略～

２．法人会員および使用者等は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、

前項の支払方法に係る債務を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返

済の方法および条件は、下記＜繰上返済の可否および方法＞に定める通りとします。

第３３条（カード利用代金の支払区分）

～略～

２．法人会員および使用者等は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法によ

り、１回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご

利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記＜繰上返済の可否および方法＞に定める

通りとします。
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＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞

・リボルビング払い　実質年率　１５．０％

・分割払い

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞

・リボルビング払い　実質年率　１５．０％

・分割払い

＜分割払いのお支払い例＞

利用金額５０，０００円、１０回払いで分割払いをご利用された場合

①　分割払手数料…５０，０００円×（８．２０円÷１００円）＝４，１００円

②　支払総額…５０，０００円＋４，１００円＝５４，１００円

③　分割支払額…５４，１００円÷１０回＝５，４１０円

＜分割払いのお支払い例＞

利用金額５０，０００円、１０回払いで分割払いをご利用された場合

①  分割払手数料…５０，０００円×（６．８０円÷１００円）＝３，４００円

②  支払総額…５０，０００円＋３，４００円＝５３，４００円

③  分割支払額…５３，４００円÷１０回＝５，３４０円



＜繰上返済の可否および方法＞ ＜繰上返済の可否および方法＞

◆個人情報の取扱いに関する同意条項

改定後 改定前

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）

～略～

２．使用者等は、当社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを含む）、

保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業に関する次の

目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）

～略～

２．使用者等は、当社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを含

む）、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次

の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。


